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(新規事業採択) (着工) (完了)

(完了後５年以内)

新規事業採択時評価 再評価 事後評価

（３年未着工)

（５年継続)

（再評価後５年経過毎）※
※未着工の場合は３年経過毎

＜事業進捗と事業評価の流れ（公共事業（直轄事業等））＞

計画段階評価

供用事業実施計画段階

【計画段階評価】

【新規事業採択時評価】

【再評価】

【完了後の事後評価】

新規事業の採択時において、費用対効果分析を含め、総合的に実施するもの。

事業継続に当たり、必要に応じて見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には
事業を中止するもの。

事業完了後の事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて、適切な改善措置、同種
事業の計画・調査のあり方等を検討するもの。

新規事業採択時評価の前段階において、政策目標を明確化した上で、複数案の比較・評価を行
うもの。（※国土交通省の独自の取組みとして実施。）平成２４年度～

平成１０年度～

平成１０年度～

平成１５年度～

事業評価の流れ
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事業評価

対応方針決定者：国

※ 国が事業実施者である場合、計
画段階評価における有識者への意
見聴取は地方支分部局が実施可能

事業実施プロセス

実施者：
国、空港管理会社

環境影響評価

実施者：
国、空港管理会社

事業実施段階計画段階

構想段階 施設計画段階

環境影響評価

新
規
事
業
採
択

工
事
着
手

配慮書
• 環境保全のために
配慮すべき事項に
ついてまとめたもの

方法書
• 調査・予測・評価の
項目や方法につい
て計画を示したもの

準備書
• 検討の結果を示し、環境
の保全に関する事業者
の考え方をまとめたもの

評価書
• 必要に応じて準
備書の内容を見
直した最終結果

計画段階評価
• 新規事業採択時評価の前段階に
おいて、政策目標を明確化した上
で、複数案の比較・評価を行うもの

新規事業採択時評価
• 新規事業の採択時において、費用
対効果分析を含め、総合的に実施
するもの。

空港整備におけるプロセス（イメージ）

※今回の中部国際空港滑走路増設事業 ※今回の北九州空港滑走路延長事業

パブリック・インボルブメント（PI）

• 空港整備計画の検討段階において、空港整備主体が関係
地方公共団体と連携して、住民、空港利用者等のPI 対象者
に情報を公開した上で、広く意見を把握
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